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金
融
商
品
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
抄
）

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
中
略
）

第
二
章
の
六

重
要
情
報
の
公
表

（
重
要
情
報
の
公
表
）

第
二
十
七
条
の
三
十
六

第
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
政
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
で
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
若
し
く
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
上
場
会
社
等
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
投
資
法
人

（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
で
あ
る
上
場
会
社
等
の
資
産
運
用
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
会
社
を
い
う
。
）
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
上
場
投
資
法
人
等
の
資
産
運
用
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
役
員
（
会
計
参
与
が
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
社
員
）
、
代
理
人
若
し
く
は
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
（
第
一
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
役
員
等
」

と
い
う
。
）
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
、
次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
取
引
関
係
者
」
と
い
う
。
）
に
、
当

CS857522
長方形

CS857522
タイプライターテキスト
資料４－４(参考)



- 2 -

該
上
場
会
社
等
の
運
営
、
業
務
又
は
財
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な
情
報
で
あ
つ
て
、
投
資
者
の
投
資
判
断
に

重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
重
要
情
報
」
と
い
う
。
）
の
伝
達
（
重
要
情
報
の
伝
達
を
行
う
者

が
上
場
会
社
等
又
は
上
場
投
資
法
人
等
の
資
産
運
用
会
社
の
代
理
人
又
は
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
上
場
会
社
等
又
は
当
該
上
場
投
資
法
人
等
の
資
産
運
用
会
社
に
お
い
て
取
引
関
係
者
に
情
報
を
伝
達
す
る
職
務
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
行
う
伝
達
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
上
場
会
社
等
は
、

当
該
伝
達
と
同
時
に
、
当
該
重
要
情
報
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
取
引
関
係
者
が
、
法
令
又
は
契
約
に
よ

り
、
当
該
重
要
情
報
が
公
表
さ
れ
る
前
に
、
当
該
重
要
情
報
に
関
す
る
秘
密
を
他
に
漏
ら
し
、
か
つ
、
当
該
上
場
会
社
等
の

第
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
七
号
、
第
九
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
こ

れ
ら
の
有
価
証
券
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
同
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証

券
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
上
場
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
売
買
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
若
し
く

は
譲
受
け
、
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
る
承
継
（
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
承
継
さ
せ
、
又
は
承
継
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
又

は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
上
場
有
価
証
券
等
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
し
て
い
る
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
こ

と
に
よ
り
上
場
有
価
証
券
等
を
取
得
す
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
（
第
二
号
及
び
第
三
項
に
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お
い
て
「
売
買
等
」
と
い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
、
登
録
金
融
機
関
、
信
用
格
付
業
者
若
し
く
は
投
資
法
人
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
又
は

こ
れ
ら
の
役
員
等
（
重
要
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
て
い
る

者
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
に
係
る
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）

二

当
該
上
場
会
社
等
の
投
資
者
に
対
す
る
広
報
に
係
る
業
務
に
関
し
て
重
要
情
報
の
伝
達
を
受
け
、
当
該
重
要
情
報
に
基

づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
当
該
上
場
会
社
等
の
上
場
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
を
行
う
蓋
然
性
の
高
い
者
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
者

２

前
項
本
文
の
規
定
は
、
上
場
会
社
等
若
し
く
は
上
場
投
資
法
人
等
の
資
産
運
用
会
社
又
は
こ
れ
ら
の
役
員
等
が
、
そ
の
業

務
に
関
し
て
、
取
引
関
係
者
に
重
要
情
報
の
伝
達
を
行
つ
た
時
に
お
い
て
伝
達
し
た
情
報
が
重
要
情
報
に
該
当
す
る
こ
と
を

知
ら
な
か
つ
た
場
合
又
は
重
要
情
報
の
伝
達
と
同
時
に
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
上
場
会
社
等
は
、
取
引
関
係
者
に
当
該
伝
達
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
知
つ
た
後
、
速
や
か
に
、
当
該
重
要
情
報
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
上
場
会
社
等
は
、
当
該
重
要
情
報
の
伝
達
を
受
け
た
取
引
関
係
者
が
、
法
令
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又
は
契
約
に
違
反
し
て
、
当
該
重
要
情
報
が
公
表
さ
れ
る
前
に
、
当
該
重
要
情
報
に
関
す
る
秘
密
を
他
の
取
引
関
係
者
に
漏

ら
し
、
又
は
当
該
上
場
会
社
等
の
上
場
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
を
行
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該

重
要
情
報
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
当
該
重
要
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
情
報
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
上
場
会
社
等
は
、
当
該
重
要
情
報
を
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
表
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
取
及
び
検
査
）

第
二
十
七
条
の
三
十
七

内
閣
総
理
大
臣
は
、
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
重

要
情
報
を
公
表
し
た
者
若
し
く
は
公
表
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
若
し
く
は
参
考
人
に
対
し
参
考
と
な
る
べ
き
報
告

若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て
そ
の
者
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
命
令
又
は
検
査
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
公
務
所
又
は
公
私
の
団
体
に
照
会
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
公
表
の
指
示
等
）

第
二
十
七
条
の
三
十
八

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
十
七
条
の
三
十
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
る

べ
き
重
要
情
報
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
重
要
情
報
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
重
要
情
報
の
公
表
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と

ら
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）




